
2昭島市役所 ☎042-544-5111（代表） FAX 042-546-5496

市職員採用試験を実施

　新型コロナウイルス感染症や行政のデジタル
化推進などへの対応による業務拡大のため、６
月１日から勤務可能な職員を募集します。
　実施要綱は、３月22日まで市ホームページに
掲載しているほか、市役所職員課で配布してい
ます。
◇試験区分・募集人数・受験資格
＊ 一般事務Ⅰ類（５人程度）＝昭和60年４月２日
～平成11年４月１日生まれの方

＊ 保健師（若干名）＝昭和50年４月２日以降生ま
れで、保健師の資格を持つ方

＊ 栄養士（若干名）＝昭和50年４月２日以降生ま
れで、管理栄養士の資格を持つ方

◇ 試験内容　能力検査（テストセンター方式）、
論文、性格検査、面接

◇ 申し込み　３月22日までに市ホームページ内
の申し込み専用フォームで

☆詳しくは、職員係へ。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
お
知
ら
せ

令
和
３
年
3
月
８
日
時
点
の
情
報
で
す
。

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
命
と
生
活
を

守
る
た
め
、
引
き
続
き
対
策
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
担
当
へ
問
い
合

わ
せ
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
つ
い
て

　
接
種
は
任
意
で
、
費
用
は
無
料
で
す
。

　
国
が
定
め
る
接
種
順
位
は
、医
療
従
事
者
、

令
和
４
年
３
月
31
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
、

基
礎
疾
患
の
あ
る
方
及
び
高
齢
者
施
設
な
ど

の
従
事
者
、
そ
れ
以
外
の
方
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
開
始
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
対
象
者
に
個
別
に
お
知
ら
せ

を
送
付
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

に
掲
載
し
ま
す
。

◎
昭
島
市
の
状
況

＊ 

お
知
ら
せ
の
送
付
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

国
の
示
す
時
期
に
送
付
し
ま
す
。

＊
集
団
接
種
、医
療
機
関
で
の
個
別
接
種（
い

ず
れ
も
予
約
制
）を
検
討
し
て
い
ま
す
。

＊
接
種
に
つ
い
て
相
談・予
約
を
受
け
付
け
る

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
開
設
準
備
を
し
て
い

ま
す
。

＊
接
種
に
関
す
る
相
談
窓
口
を
、
３
月
22
日

（
月
）か
ら
あ
い
ぽ
っ
く
に
開
設
し
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
健
康
課（
あ
い
ぽ
っ
く
内
）☎

544
５
１
２
６
へ
。

厚
生
労
働
省
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
や
、

優
先
接
種
の
対
象
、
予
想
さ
れ
る
副
反
応
な

ど
に
つ
い
て
案
内
し
て
い
ま
す
。

◇
電
話
番
号　

０
１
２
０-

７
６
１
７
７
０

（
毎
日
／
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
）

ワ
ク
チ
ン
に
関
す
る
詐
欺
に
注
意
！

　
国
や
市
の
職
員
が
、
電
話
や
メ
ー
ル
で
金

銭
や
個
人
情
報
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
不
審
に
思
っ
た
り
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
り

し
た
と
き
は
、す
ぐ
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ

ン
詐
欺
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

◇ 

電
話
番
号　

０
１
２
０-

797-

188（
毎
日
／

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
）

※ 

050
か
ら
始
ま
る
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
つ
な
が

り
ま
せ
ん
。

都
市
計
画
税
の
税
率
を
引
き
下
げ

　
土
地
や
家
屋
に
か
か
る
都
市
計
画
税
の
税

率
を
、
令
和
３
年
度
分
に
限
り
０
・
245
％
に

引
き
下
げ
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
土
地
資
産
税
係
、
ま
た
は
、

家
屋
資
産
税
係
へ
。

市
内
事
業
者
応
援
金（
第
２
弾
）の
申
請

は
３
月
31
日
ま
で

　
令
和
３
年
１
月
ま
た
は
２
月
の
売
り
上
げ

が
前
年
同
月
と
比
べ
て
20
％
以
上
減
少
し

た
、
市
内
の
中
小
企
業
者
及
び
個
人
事
業
主

を
対
象
に
支
給
し
ま
す
。

　
２
年
中
に
、昭
島
市
の
給
付
金（
感
染
拡
大

防
止
協
力
金
、
市
内
事
業
者
応
援
金
、
中
小

企
業
等
家
賃
支
援
金
）を
受
け
た
事
業
者
も

再
度
申
請
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
申
請
要
項

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◇
支
給
額　
１
事
業
者
に
つ
き
15
万
円

◇ 

申
請
要
項
の
配
布　

市
役
所
産
業
活
性

課
、
東
部
出
張
所
、
あ
い
ぽ
っ
く
、
環
境

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
緑
会

館
、
武
蔵
野
会
館
、
昭
島
市
商
工
会
で（
閉

所
・
休
館
日
を
除
く
／
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）

◇ 

申
請　

３
月
31
日（
必
着
）ま
で
に
〒
196-

８
５
１
１　
市
役
所
産
業
振
興
係
へ
郵
送

☆
詳
し
く
は
、
産
業
振
興
係
へ
。

二
次
元
コ
ー
ド
は
こ
ち
ら
▼


